
一宮川流域水害対策計画の基本的な考え方について
計画の基本的な考え方は、以下に示すとおり。

計画の基本的な考え方
① 計画期間
⇒ 河川整備については令和11年度末、
流域対策についてはおおむね20年程度

②浸水被害対策の基本方針
⇒ 令和元年降雨に対し、家屋及び主要施設の
床上浸水被害ゼロ

③ 都市浸水の発生を防ぐべき目標となる降雨
⇒ 令和元年10月25日の大雨
令和元年10月25日の大雨への対応
令和元年10月25日の大雨による家屋浸水被害と河川整備（～R11） 令和元年10月25日の大雨による家屋浸水被害と河川整備（～R11）＋流域対策（残余リスクへの対応）

河川整備＋流域対策を
流域水害対策計画に記載
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内水氾濫の対策
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進捗状況、治水効果を
フォローアップ
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企業や貯留施設等の対策


